
　増加する「介護離職」の防止を

　支援するための助成金

◆「介護離職」が増加しています！

近年、親族などの介護を理由に離職を余儀なくされる労働者

が増えています。

このいわゆる「介護離職」は、企業にとっては重要な働き手

を失ってしまうというマイナス面、労働者にとっては収入を

失ってしまう（転職しても年収がダウンしてしまうケースが

多い）というマイナス面があり、国や厚生労働省でも「いか

に介護離職を減らすか」ということに力を入れています。

◆２つの助成金の概要

今年度より、介護離職の防止を支援するための施策として、

両立支援等助成金のメニューに『介護支援取組助成金』が加

えられました。

この助成金は、労働者の仕事と介護の両立に関する取組みを

行った事業主に対して助成を行うもので、具体的には、厚生

労働省が作成している「介護離職を予防するための両立支援

対応モデル」に基づく取組み（仕事と介護の両立に関するア

ンケート調査実施、制度設計・見直し、介護に直面する前の

労働者に対する社内研修・制度周知、介護に直面した労働者

のための相談窓口の設置・周知、働き方改革など）を行った

企業に 60万円が支給されるものです（１企業１回のみ）

さらに、仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労

働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護のための時差

出勤制度などを実現した事業主に対して助成を行う『介護離

職防止支援助成金（仮称）』が創設される予定です（9月下

旬に召集される臨時国会で二次補正予算が成立した場合）。

◆「ダブルケア」の問題も発生

最近は介護を行うだけでなく、介護と同時に育児も行わなけ

ればならない「ダブルケア」の問題も発生しており、約 25

万人（女性約 17万人、男性約 8万人）がダブルケアを行っ

ているとの調査結果が出ています（４月に発表された内閣府

男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調

◆求められる企業の対応

企業に LGBT への対応が求められている理由としては、「人

材不足対応」や「ダイバーシティへの取組み」が考えられま

す。また、職場における LGBT の問題点としては、福利厚生

が利用できないことや、不当な扱いを受けていることなどが

挙げられ、特に差別や偏見を原因とするハラスメントが多く

あるようです。

法整備は確実に進んでおり、来年 1月には、LGBT に対する

差別的な発言がセクハラになることが、男女雇用機会均等法

の「セクハラ指針」に明記されます。

◆カミングアウトがなくても働ける環境に

働く人の約 8％が LGBT であると聞いて、意外に多いと感じ

た方もいらっしゃるかもしれません。多くの当事者は差別や

偏見をおそれ、カミングアウトできずにいるのです。

また、LGBT 対応について、企業としての明確な方針が出さ

れないまま現場の担当者個人の判断に任されているという現

状があり、当事者が不当な扱いを受けている可能性もありま

す。

現状、LGBT 対応は大企業を中心に進んでいますが、中小企

業でも取り組む企業が増えつつあります。まずは正しい知識

を持ち、カミングアウトがなくても全員が気持ちよく働くこ

とができるような体制・環境を整えておくことが必要だと言

えるでしょう。
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査」）。

現在、人手不足・人材不足が経営上の大きな課題となってお

り、企業としては、育児・介護等、プライベートで様々な問

題を抱えている労働者をいかに辞めさせないかについて、真

剣に考えなければならない時期に来ていると言えるでしょ

う。

　「働く人の約 8％が LGBT」との

　調査結果から考える企業の対応

◆「LGBT 等当事者」は 8％

日本労働組合総連合会（連合）が、職場における性的マイノ

リティに対する意識を把握するために「LGBT」に関するイ

ンターネット調査（調査対象：全国で仕事をしている 20歳

～ 59歳の男女 1,000 人）を行ったところ、働く人の約 8％

が LGBT の当事者であることが明らかになりました。

連合は、LGBT に対する職場での差別禁止やハラスメント防

止についての法制化を目指す方針を示しています。

◆調査結果のポイント

本調査では、①「LGBT 等当事者」は約 8％、②職場における

「LGBT」に関する差別を「なくすべき」8割強、③職場にお

ける LGBT 関連のハラスメントを受けたり見聞きしたりした

人は 2割強（当事者が身近にいる人では約 6割）、④ハラス

メントの原因について約 6割が「差別や偏見」と回答、さら

に、管理職では認知度や受容度が高い反面、抵抗感等もやや

高い傾向にあることがわかりました。また、認知率は47％で、

若い世代ほど認知率が高い傾向にあります。

一方で上司・同僚・部下が LGB だったとしたら、「嫌でない」

が 6割半ばとするも、3割半ばは「嫌だ」という結果になっ

ています。
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　　今月の税務と労務の手続

11日

　○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

　　　［郵便局または銀行］

　○　雇用保険被保険者資格取得届の提出

　　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞

　　　［公共職業安定所］

　○　労働保険一括有期事業開始届の提出

　　　＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞

　　　［労働基準監督署］

31日

　○　個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分＞

　　　［郵便局または銀行］

　○　労働者死傷病報告の提出

　　　＜休業４日未満、７月～９月分＞［労働基準監督署］

　○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

　○　日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］

　○　労働保険料の納付＜延納第２期分＞

　　　［郵便局または銀行］

　○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

　　　提出［公共職業安定所］

　○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

　　　合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

査」）。
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